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転入・転出手続きガイド
転入・転出の手続き／国保・国民年金の手続き

対象者 異動手続きに必要なもの（必ず印鑑をお持ちください） 窓　口転出するとき 転入したとき 市内で転居したとき

国民健康保険ま
たは後期高齢者
医療に加入して
いる方、福祉医
療証をお持ちの
方

○国民健康保険証
○国保限度額適用・標準負
　担額減額認定証
○国保高齢受給者証
○後期高齢者医療保険証
○後期高齢者医療限度額適
　用・標準負担額減額認定
　証
○国保または後期高齢者医
　療特定疾病療養受療証
○重度心身障害（児）者医療
　○身 ・子育て支援医療○子 ・
　ひとり親家庭等医療○親 の
　医療証

○世帯主の印鑑
○健康保険証
○所得・課税証明書
○後期高齢者医療の負担区
　分証明書（県外からの転
　入の場合で、前に住んで
　いた市区町村で発行され
　たもの）
※○身 ・○子 ・○親 の該当要件は
　市区町村で異なります。
　詳しくは窓口へ。

○国民健康保険証
○国保限度額適用・標準負
　担額減額認定証
○国保高齢受給者証
○後期高齢者医療保険証
○後期高齢者医療限度額適
　用・標準負担額減額認定
　証
○○身 ・○子 ・○親 の医療証
※世帯内変更で、世帯主ま
　たは続柄が変わったとき
　も同じ。

本所国保年金課

○国保医療担当
…☎内線124

○後期高齢者医
　療担当
…☎内線126

【共通】○対象者及び世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書
　　　　  類（詳しくは市HP「国保の手続き」をご覧ください）
※届出によっては世帯主の印鑑（認印）が必要な場合あり（シャチハタ印等は不可）。

国民年金に加入
している方

【共通】○年金手帳 本所国保年金課
☎内線113○年金証書 ○年金証書

介護保険証をお
持ちの方 ○介護保険証 ○介護保険受給資格証明書

　（介護認定を受けていた方） ○介護保険証 本所長寿介護課
☎内線187

児童手当を受給
している方 ○受給者の印鑑

○預金通帳
○健康保険証
○受給者及び配偶者の所得
　・課税証明書
○マイナンバーカードまた
　は通知カード

届出は不要です
本所

子育て推進課
☎内線151

児童扶養手当を
受給している方

【共通】○児童扶養手当証書

○マイナンバーカードまた
　は通知カード

障害者手帳等、
自立支援医療受
給者証、障害福
祉サービス受給
者証をお持ちの
方

特になし
※新住所地に変更の届出を
　してください。

○健康保険証
○所得・課税証明書
○身体障害者手帳
○療育手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○自立支援医療受給者証
○マイナンバーカードまた
　は通知カード

○身体障害者手帳
○療育手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○自立支援医療受給者証
○障害福祉サービス受給者証
○マイナンバーカードまた
　は通知カード

本所福祉課
☎内線137

犬を飼っている
方

特になし
※新住所地に鑑札をお持ち
　の上、変更の届出をして
　ください。

○前住所地での鑑札
※鑑札を紛失の場合は、再
　交付扱いとなり、1,600
　円の手数料が必要です。

お持ちいただくものはあり
ませんが、届出が必要です

健康課
（にこ♥ふる）
☎内線362、
☎25‐2731

▼その他の必要な手続き（各地域庁舎市民福祉課でも手続きができます）

※国保加入と同時に、市外へ転出し
　ている学生も国保に加入する場合
　は、在学証明書と住所を確認でき
　る書類の提出が必要です。

●進学で市外へ転出したとき
▼必要なもの
・国民健康保険証
・在学証明書（入学前の場合は、合
　格通知書で手続きができますが、
　後日、在学証明書の提出が必要）

※学生用の保険証の有効期限が切れ
　る場合は、期限の延長や資格をな
　くす手続きが必要です。

国民年金の手続き
■問本所国保年金課☎内線113または
　各地域庁舎市民福祉課へ

●職場の厚生年金や共済組合に加入したとき
▼必要なもの
・職場の健康保険証

・印鑑
・年金手帳

●職場の厚生年金や共済組合を離脱したとき
▼必要なもの
・雇用保険被保険者離職票など離職
　年月日を確認できるもの
・印鑑
・年金手帳
※扶養している配偶者（60歳未満）
　がいる方は併せて届出が必要です。
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転入・転出手続きガイド

市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

進学や就職、転勤などで引っ越しが多くなるこれから
の季節。忘れずに転入や転出の手続きをしましょう。

以上のような異動届のほか、福
祉医療や児童手当等の届出も必
要です。手続きをしないと、給
付を受けられなくなることがあ
るので、受給している方は、右
ページの表をご覧の上、忘れず
に手続きをしてください。

国民健康保険と国民年金の切替え手続き ※このほかの場合は
　本号９ページ。

　就職、転職、離職等をした方は、
次の場合に手続きが必要です（対象
者及び世帯主〈国民年金の場合は不
要〉のマイナンバーカードまたは通
知カード、本人確認書類が必要）。

国民健康保険の手続き
■問本所国保年金課☎内線124または
　各地域庁舎市民福祉課へ

●職場の健康保険に加入したとき
▼必要なもの
・国民健康保険証
・国保高齢受給者
　証
・職場の健康保険
　証
・福祉医療証

●職場の健康保険を離脱したとき
▼必要なもの
・健康保険の離脱証明書または離職
　票
・世帯主の印鑑
・福祉医療証
※国保加入日は、職場等の健康保険
　を離脱した日です。

市役所への届出
　引っ越しの際は、住民異動届（転
入・転居・転出）の提出が必要です。　
　手続きの際は、異動届を提出する
（窓口に来庁する）方の本人確認書
類をご提示ください。
※本人確認書類…運転免許証または
　マイナンバーカード（個人番号カ
　ード）等。
■問本所市民課☎内線111または各地
　域庁舎市民福祉課へ

●転出するとき
　本市から他の市区町村へ引っ越す
場合、転出証明書を発行します。
　転出予定日の14日前から手続き
ができます。
▼必要なもの
・印鑑登録証（登録をしている方）
・マイナンバーカード（お持ちの方）
・住民基本台帳カード（お持ちの方）
・国民健康保険証（加入している方）
・後期高齢者医療保険証（加入して
　いる方）
・年金手帳（お持ちの方）
・介護保険証（お持ちの方）
※新住所地に引っ越した日から14
　日以内に転入手続きをしてくださ
　い。

●転入したとき
　他の市区町村から本市に引っ越し
た方は、住み始めた日から14日以
内に手続きをしてください。
▼必要なもの
・前に住んでいた市区町村からの転

　出証明書
・マイナンバーカードまたは通知カ
　ード
・住民基本台帳カード（お持ちの方）
・在留カードまたは外国人登録証
　（外国籍の方）
・世帯主の印鑑（国民健康保険に加
　入する方）
・後期高齢者医療保険の負担区分証
　明書（県外からの転入の場合で、
　前に住んでいた市区町村で発行さ
　れたもの）
・年金手帳（お持ちの方）、年金証
　書（年金を受給している方）
・前に住んでいた市区町村からの介
　護保険受給資格証明書（介護認定
　を受けていた方）

●市内で転居したとき
　転居した日から14日以内に届出
をしてください。
▼必要なもの
・マイナンバーカードまたは通知カ
　ード
・住民基本台帳カード（お持ちの方）
・在留カードまたは外国人登録証
　（外国籍の方）
・国民健康保険証（加入している方）
・後期高齢者医療保険証（加入して
　いる方）
・年金手帳（お持ちの方）、年金証
　書（年金を受給している方）
・介護保険証（お持ちの方）

●世帯内に変更があったとき
　世帯主が変わるなど、世帯の中で
変更があった場合、14日以内に届出

をしてください。
▼必要なもの
・国民健康保険証（世帯で加入して
　いる全員分）

上下水道部への届出
　水道を使わなくなっても、届出を
しないと、引き続き水道料金がかか
ります。次のような場合は、３日前
（土曜・日曜日、祝日を除く）まで
にご連絡ください。
▷水道を使用しなくなるとき
▷新たに水道を使用するとき
▷使用者、所有者が変わるとき
※所有者変更以外は、電話で受け付
　けます。
■問上下水道部総務課☎23‐7609
※４月からお客さまセンター。詳細
　は本号11ページ。

●転居で口座振替を継続するとき
　市内または三川町に転居して、引
き続き同じ金融機関の口座振替を希
望する場合は、ご連絡ください。
　なお、新たに口座振替を申し込む
場合や、口座を変更する場合は、市
内または三川町の金融機関で手続き
をしてください。
■問上下水道部総務課☎23‐7610
※４月からお客さまセンター。
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握
・
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
調
査
を

行
い
ま
す
。
３
月
中
に
次
の
方
へ
調
査
票
が

届
き
ま
す
の
で
回
答
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■対
要
介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
ま
た
は
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
高

齢
者
で
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
方　

■問
本
所
長

寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
０

人
工
透
析
を
受
け
て
い
る
方
に

通
院
交
通
費
を
助
成
し
ま
す

■対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方　

①
本
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
腎
臓
機
能
障
害
に
よ
る
身

体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方　

②
人
工
透

析
療
法
を
受
け
る
た
め
交
通
機
関
（
自
家
用

車
を
含
む
）
を
利
用
し
て
通
院
し
て
い
る

方　

③
本
人
及
び
同
居
世
帯
の
生
計
中
心
者

が
所
得
税
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方　

④
生

活
保
護
等
で
通
院
交
通
費
の
給
付
を
受
け
て

い
な
い
方　

■
助
成
額　

通
院
交
通
費
と
し

て
実
際
に
か
か
っ
た
額
と
交
付
基
準
額
の
う

ち
、
低
い
方
の
額　

■申
３
月
31
日
○金
ま
で
申

請
書
・
通
院
報
告
書
と
領
収
書
（
タ
ク
シ
ー

等
を
利
用
し
た
方
の
み
）
を
本
所
福
祉
課
☎

内
線
１
３
７
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
へ平

成
29
年
度
分
福
祉
タ
ク
シ
ー

券
・
福
祉
給
油
券
の
交
付

　

対
象
者
へ
申
請
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

希
望
の
方
は
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
ず
押
印
の
上
、
投
か
ん
し
て
く
だ
さ
い
。

届
か
な
い
・
紛
失
し
た
・
新
た
に
対
象
に
な

っ
た
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方　

①
身
体

障
害
者
手
帳
１
級
～
３
級　

②
療
育
手
帳
Ａ

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級　

■問
本

▼
出
火
原
因
第
１
位
は
「
こ
ん
ろ
」　

出
火

原
因
は
「
こ
ん
ろ
」
が
５
件
で
最
も
多
く
、

次
い
で
「
ス
ト
ー
ブ
」
が
４
件
で
す
。
そ
の

う
ち
住
宅
火
災
の
出
火
原
因
は
、「
こ
ん
ろ
」

が
４
件
、
次
い
で
「
ス
ト
ー
ブ
」「
た
ば
こ
」

が
各
３
件
で
す
。 

▽
火
災
か
ら
命
を
守
る

た
め
に
全
て
の
寝
室
等
に
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う

▼
救
急
出
動
件
数
は
１
日
平
均
15
・
５
件

救
急
出
動
件
数
は
５
、
５
８
０
件
で
、
前
年

よ
り
97
件
減
で
す
。
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
た

人
員
は
５
、
２
８
２
人
で
前
年
よ
り
81
人

減
で
す
。
搬
送
の
事
故
種
別
で
は
、「
急
病
」

が
３
、
５
６
４
人
で
全
体
の
67
・
５
％
を
占

め
、次
い
で
「
一
般
負
傷
」
が
６
８
０
人
、「
交

通
事
故
」
が
３
８
８
人
で
す
。

年

出
火
件
数

（
う
ち
住
宅
）

救
急
出
動
件
数

Ｈ
24

50
（
12
）

５
、７
４
５

Ｈ
25

54
（
20
）

５
、６
７
２

Ｈ
26

49
（
11
）

５
、８
８
２

Ｈ
27

46
（
10
）

５
、６
７
７

Ｈ
28

36
（
15
）

５
、５
８
０

■問
消
防
本
部
☎
22
‐
８
３
３
０

福
祉
・
年
金
・
医
療

介
護
保
険
事
業
計
画
等
の
策
定
の

た
め
の
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

介
護
保
険
制
度
で
は
３
年
ご
と
に
介
護
保

険
事
業
計
画
を
策
定
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

必
要
見
込
み
量
や
介
護
保
険
料
等
を
見
直
し

て
い
ま
す
。
平
成
30
年
度
～
32
年
度
を
計
画

期
間
と
す
る
第
７
期
同
計
画
を
策
定
す
る
た

め
、
地
域
の
課
題
や
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
把
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市
政

市
役
所
本
所
の
一
部
窓
口
を
休

日
開
設
・
時
間
延
長
し
ま
す

　

春
は
転
勤
や
入
学
な
ど
の
異
動
の
手
続
き

で
市
民
課
等
の
窓
口
が
混
雑
す
る
た
め
、
一

部
窓
口
を
休
日
開
設
・
時
間
延
長
し
ま
す
。

▼
休
日
開
設
・
時
間
延
長
日　

▽
休
日
開
設

…
３
月
26
日
○日
、
４
月
１
日
○土
・
２
日
○日
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分　

▽
午
後
７

時
ま
で
時
間
延
長（
子
育
て
推
進
課
は
除
く
）

…
３
月
27
日
○月
～
31
日
○金
、
４
月
３
日
○月
～

７
日
○金　

▼
該
当
窓
口
と
取
扱
い
業
務　

窓
口

業
務

市
民
課

○
住
民
異
動
手
続
き
に
関
す
る
届
出

○
戸
籍
・
住
民
票
・
印
鑑
・
所
得
・

　

課
税
等
の
各
種
証
明

○
印
鑑
登
録

※
取
扱
い
で
き
な
い
業
務
…
住
民
基

　

本
台
帳
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

カ
ー
ド
を
利
用
し
た
転
入
や
海
外

　

か
ら
の
転
入
の
届
出
、
住
民
基
本　

　

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た

　

手
続
き
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　

の
交
付
や
広
域
交
付
住
民
票
発
行

　

等
）、
電
子
申
請
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

　

船
員
手
帳
、
納
税
証
明
。

国
保
年

金
課

○
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

　

療
・
福
祉
医
療
（
子
育
て
支
援
医

　

療
証
等
）・
国
民
年
金
の
各
種
届
出

　
・
申
請
等

子
育
て

推
進
課
○
児
童
手
当
・
児
童
扶
養
手
当
・
特

　

別
児
童
扶
養
手
当
の
各
種
届
出
・

　

手
続
き

■問
本
所
市
民
課
☎
内
線
１
１
１
、
本
所
国
保

年
金
課
☎
内
線
１
２
４
、
本
所
子
育
て
推
進

課
☎
内
線
１
５
０

住
民
票
の
写
し
等
の
各
種
証
明
書
を
持
ち
帰
る
た
め
に
使
用
す
る 

広
告
入
り
窓
口
用
封
筒 

寄
附
者
募
集

■
規
格
・
予
定
数
量　

①
角
型
２
号
程
度（
Ａ

４
判
の
用
紙
が
入
る
大
き
さ
）
…
７
万
枚　

②
角
型
６
号
程
度
（
Ａ
５
判
の
用
紙
が
入
る

大
き
さ
）
…
２
万
枚　

■
封
筒
の
表
示　

広

告
ス
ペ
ー
ス
は
封
筒
の
表
面
及
び
裏
面
の
下

部
40
％
以
内
、
市
章
・
市
の
業
務
内
容
を
表

示　

■
設
置
期
間　

８
月
１
日
○火
～
来
年
７

月
31
日
○火　

■
設

置
場
所　

本
所
市

民
課
及
び
各
地
域

庁
舎
市
民
福
祉
課

の
窓
口
、
そ
の
他

市
長
が
指
定
す
る

場
所　

■申
鶴
岡
市

広
告
掲
載
要
綱
、

鶴
岡
市
広
告
入
り

窓
口
用
封
筒
の
寄

附
に
関
す
る
取
扱
要
領
を
確
認
の
上
、
３
月

17
日
○金
～
31
日
○金
に
窓
口
用
封
筒
寄
附
申
込

書
（
関
係
書
類
を
添
付
）
を
本
所
市
民
課
☎

内
線
１
５
８
へ　

■他
市
HP

平
成
28
年
鶴
岡
市
消
防
本
部
管
内 

火
災
・
救
急
の
概
要

▼
総
出
火
件
数
と
損
害
額
は
過
去
最
少
。
住

宅
火
災
が
増
加　

総
出
火
件
数
は
36
件
で
統

計
を
取
り
始
め
た
昭
和
48
年
以
降
最
少
で
す
。

し
か
し
、
住
宅
火
災
は
15
件
で
過
去
５
年
間

の
う
ち
２
番
目
に
多
い
で
す
。
火
災
に
よ
る

損
害
額
は
４
、０
１
１
万
円
で
、
前
年
よ
り

６
、３
５
０
万
２
、０
０
０
円
減
で
す
。
同
死

者
は
１
人
で
前
年
よ
り
１
人
減
、
負
傷
者
は

５
人
で
前
年
よ
り
２
人
増
で
す
。

窓口用封筒・表 窓口用封筒・裏

市の業務内容を
表示

鶴岡市役所

広告スペース

市の業務内容を
表示

広告スペース
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し
て
は
、
主
治
医
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
同
院
医
事
課
☎
26
‐
５
１
１
１

子
育
て
・
教
育

子
供
の
携
帯
電
話
に
は 

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
設
定
を
！

　

子
供
に
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を

持
た
せ
る
場
合
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
有
害
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
制
限
す
る
機
能
）
を
設
定
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
可
能

な
携
帯
ゲ
ー
ム
機
や
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
等
に

つ
い
て
も
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
設
定
を
お

勧
め
し
ま
す
。

▼
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
、
利
用

目
的
・
方
法
・
時
間
・
料
金
等
を
家
族
で
よ

く
話
し
合
っ
て
利
用
し
ま
し
ょ
う

■問
青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー
☎
25
‐
２
０
１
９

生
活

湯
田
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に

多
目
的
ホ
ー
ル
を
増
築
し
ま
し
た

■
利
用
開
始
日　

４
月
１
日
○土　

■費
午
前
…

２
、
５
０
０
円　

午
後
…
３
、
７
０
０
円　

夜
間
…
６
、
４
０
０
円　

全
日
…
１
万
２
、

０
０
０
円
（
企
業
や
湯
田
川
地
区
外
の
団
体

等
が
使
用
す
る
場
合
等
）　

■問
本
所
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
推
進
課
☎
内
線
１
２
１

黒
川
橋
の
通
行
を
制
限
し
ま
す

　

黒
川
橋
が
老
朽
化
し
た
た
め
、
車
両
の
通

▼
共
通　

■申
14
日
以
内
に
（〈
☆
〉
は
速
や

か
に
）
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
４
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
追
加

の
書
類
が
必
要
な
場
合
あ
り
。
本
人
以
外
の

手
続
き
は
委
任
状
が
必
要

救
急
医
療
機
関
を
受
診
す
る

と
き
の
心
掛
け

　

尊
い
命
を
救
う
救
急
医
療
が
適
切
に
そ
し

て
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
、「
か
か
り
つ
け

医
」「
荘
内
病
院
な
ど
の
二
次
医
療
機
関
」「
休

日
夜
間
診
療
所
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を

果
た
し
な
が
ら
地
域
医
療
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

重
症
・
重
篤
患
者
等
が
安
心
し
て
救
急
医

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
民
の

皆
さ
ん
も
、
適
切
な
救
急
受
診
に
つ
い
て
、

次
の
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。　

▼
具
合
が
悪
い
と
き
は
、
夜
間
や
休
日
ま
で

我
慢
せ
ず
「
通
常
の
診
療
時
間
内
」
に
早
目

に
「
か
か
り
つ
け
医
」
で
受
診
し
ま
し
ょ
う

▼
脳
卒
中
は
治
療
の
遅
れ
が
命
に
関
わ
り
ま

す
。
急
に
、
呂
れ
つ
が
回
ら
な
い
、
顔
の
半

分
が
ゆ
が
む
等
の
症
状
の
と
き
は
、
す
ぐ
に

救
急
受
診
し
ま
し
ょ
う

▼
夜
間
や
休
日
に
軽
症
で
受
診
す
る
と
き
は
、

「
休
日
夜
間
診
療
所
」
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
内
「
鶴
岡
地
区

救
急
医
療
対
策
協
議
会
」
事
務
局
☎
内
線
３

６
１ラ

イ
ナ
ッ
ク
で
の
放
射
線
治

療
を
再
開
し
ま
す

　

荘
内
病
院
で
は
、
が
ん
診
療
等
に
利
用
す

る
放
射
線
治
療
装
置
の
設
備
更
新
が
終
了
し
、

最
新
の
機
器
を
導
入
し
３
月
１
日
○水
か
ら
放

射
線
治
療
業
務
を
再
開
し
ま
す
。
治
療
に
際

保
険
料
が
割
引
さ
れ
る
前
納
制
度
も
あ
り
ま

す
。

▼
保
険
料
の
後
納
制
度
は
平
成
30
年
９
月
ま

で　

過
去
５
年
間
に
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
後
納
制
度
は
、
将

来
受
け
取
る
年
金
額
を
増
や
し
た
り
、
年
金

を
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
が
、
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
で
受
給
で
き
た
り
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
が
利
用
で
き
る
の
は
、

平
成
30
年
９
月
末
日
ま
で
で
す
。
既
に
後
納

制
度
を
申
し
込
ん
だ
方
は
納
付
書
記
載
の
使

用
期
限
ま
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

こ
ん
な
と
き
は
国
民
年
金
の

加
入
、
変
更
の
手
続
き
を

▼
会
社
員
と
そ
の
配
偶
者
（
加
入
者
）　

▽

被
用
者
年
金
を
や
め
た
と
き　

■持
本
人
・
配

偶
者
の
退
職
年
月
日
を
証
す
る
書
類
（
離
職

票
等
）、
年
金
手
帳
、
印
鑑　

▽
配
偶
者
の

扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き　

■持
扶
養
か
ら
外
れ

た
日
を
証
す
る
書
類
、
年
金
手
帳
、
印
鑑

▼
学
生
、
無
職
の
方
、
自
営
業
者
の
方
等　

▽
被
用
者
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
方
が
20

歳
に
な
っ
た
と
き　

■申
日
本
年
金
機
構　

▽

転
入
・
転
出
・
転
居
で
住
所
や
氏
名
が
変
わ

っ
た
と
き　

■持
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
、
印

鑑　

▽
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
（
死
亡

一
時
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
請
求
で
き
る

場
合
あ
り
）、
国
外
転
出
や
年
金
受
給
額
を

増
や
す
た
め
に
任
意
加
入
す
る
と
き
〈
☆
〉、

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
（
学
生
納
付

特
例
や
免
除
申
請
を
す
る
と
き
）〈
☆
〉　

■持

年
金
手
帳
、
印
鑑　
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所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
６
ま
た
は
各
地
域
庁

舎
市
民
福
祉
課
へ

国
民
年
金
保
険
料
の　
　
　

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
40
年
間
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

納
め
忘
れ
た
期
間
が
あ
る
と
、
年
金
が
減
額

さ
れ
た
り
、
万
一
の
と
き
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
忘
れ
ず
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

▼
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
等　

保
険
料

の
一
部
免
除
（
４
分
の
３
・
半
額
・
４
分
の

１
免
除
）
の
承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
一
部

納
付
保
険
料
を
納
め
な
い
と
、
年
金
の
受
給

資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
ず
、
受
け
取
る
年
金

額
に
も
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
納
付
猶

予
や
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
ま

す
が
、
受
け
取
る
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
将
来
、
受
け
取
る
年
金

額
を
増
や
す
た
め
に
、
免
除
や
納
付
猶
予
を

受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
、
10
年
前
の
分
ま

で
遡
っ
て
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
納
付
対
象
月
の
属
す
る
年

度
の
翌
々
年
度
を
過
ぎ
る
と
、
加
算
金
が
付

き
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
納
め
忘
れ
が
あ

り
ま
せ
ん　

預
金
通
帳
・
預
金
通
帳
届
出
印

鑑
・
国
民
年
金
納
付
書
を
ご
準
備
の
上
、
金

融
機
関
窓
口
や
鶴
岡
年
金
事
務
所
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
で
そ
の
月
の
保

険
料
を
そ
の
月
の
月
末
に
納
付
す
る
と
、
月

額
50
円
割
引
と
な
る
早
割
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付
で
き
る
制
度
や
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行
を
規
制
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
規
制
開
始
日
時　

３
月
31
日
○金
午
前
10
時　

■
規
制
内
容　

二
輪
車
、
軽
車
両
を
除
く
全

て
の
車
両
の
通
行
禁
止　

■問
南
部
建
設
事
務

室
（
朝
日
庁
舎
）
☎
内
線
３
４
８

市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

住
宅
名

間
取
り
等

戸
数

鶴岡
ち
わ
ら
住
宅
３
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

３

美
原
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

３
階
・
３
Ｋ

１

稲
生
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

３
階
・
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

東
部
住
宅

１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
西
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
山
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

羽黒
ふ
じ
な
み
住
宅

（
藤
島
）

平
屋
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

１

温海
紅
葉
岡
住
宅
３
階
・
３
Ｋ

１

柳
原
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

■
入
居
時
期　

５
月
中
旬
以
降　

■申
３
月
１

日
○水
～
16
日
○木
に
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８

３
ま
た
は
各
建
設
事
務
室
（
羽
黒
・
温
海
庁

舎
）へ市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す 

鶴
岡
地
域
春
の
清
掃
ク
リ
ー
ン
作
戦
＆
側
溝
清
掃

■日
・
■場
▽
ク
リ
ー
ン
作
戦
と
側
溝
清
掃　

４

月
９
日
○日
…
第
二
・
第
三
学
区　

16
日
○日
…

第
一
・
第
五
学
区　

23
日
○日
…
第
四
・
第
六

学
区　

▽
ク
リ
ー
ン
作
戦　

３
月
26
日
○日
…

西
郷
地
区　

４
月
９
日
○日
…
黄
金
・
京
田
・

栄
・
上
郷
地
区
、
小
波
渡
自
治
会　

16
日
○日

…
斎
・
田
川
・
三
瀬
・
大
泉
・
湯
野
浜
地
区
、

堅
苔
沢
自
治
会　

23
日
○日
…
湯
田
川
・
由
良

地
区　

５
月
７
日
○日
…
加
茂
・
大
山
地
区　

■
ご
み
等
の
回
収
・
運
搬　

▽
ク
リ
ー
ン
作

戦　

第
一
～
第
六
学
区
…
当
日
午
後　

他
の

地
区
…
翌
日
か
ら
２
日
以
内　

▽
側
溝
清
掃　

２
日
以
内　

■申
▽
ク
リ
ー
ン
作
戦
…
廃
棄
物

対
策
課
☎
内
線
６
７
７　

▽
側
溝
清
掃
…
本

所
土
木
課
☎
内
線
４
４
８

公
共
下
水
道
事
業
負
担
金

　

公
共
下
水
道
鶴
岡
地
区
内
の
次
の
対
象
区

域
に
つ
い
て
、
平
成
29
年
度
か
ら
新
た
に
公

共
下
水
道
事
業
負
担
金
を
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。
4
月
に
対
象
区
域
内
の
土
地
を
所
有

す
る
方
へ
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
申
告
書

を
送
付
し
ま
す
。

■
対
象
区
域
…
大
山
地
区
、
友
江
地
区
、
加

茂
地
区
、
白
山
地
区
、
井
岡
地
区
、
岡
山
地

区
、
谷
定
地
区
、
湯
田
川
地
区
、
藤
沢
地
区
、

青
龍
寺
地
区
、
馬
町
地
区
、
下
川
地
区
の
各

一
部　

■問
上
下
水
道
部
下
水
道
課
☎
25
‐
５

８
６
０
内
線
４
５
３　

水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
え
の　

予
定
時
期
と
地
区

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
法
律
に
よ
っ
て
使
用
期

限
（
８
年
間
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

定
期
的
に
取
替
え
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■日
４
月
～
12
月　

■場
▽
鶴
岡
地
域
…
三
光
町
、

双
葉
町
、
余
慶
町
、
茅
原
、
陽
光
町
、
稲
生

一
丁
目
・
二
丁
目
、
日
吉
町
、
新
海
町
、
西

新
斎
町
、
山
田
、
小
淀
川
、
寺
田
、
中
清
水
、

清
水
新
田
、
覚
岸
寺
、
荒
井
京
田
、
小
京
田
、

播
磨
、
辻
興
屋　

▽
藤
島
地
域
…
新
町
、
上

藤
島
、
添
川
、
和
名
川
、
砂
塚
、
幕
野
内
、

大
半
田
、
柳
久
瀬　

▽
羽
黒
地
域
…
古
墓
町
、

上
長
屋
町
、
桜
小
路
、
下
長
屋
町
、
坂
ノ
下
、

戸
野
、
中
里
、
町
屋
、
染
興
屋
、
川
行
、
金

森
目
、
鎌
田
、
小
増
川
、
山
荒
川　

▽
櫛
引

地
域
…
丸
岡
、
三
千
刈　

▽
朝
日
地
域
…
大

網　

▽
温
海
地
域
…
山
五
十
川
、
湯
之
里
、

早
田　

■問
上
下
水
道
部
総
務
課
☎
23
‐
７
６

０
９　

■他
予
定
地
区
以
外
で
も
取
替
え
を
実

施
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

平
成
29
年
度
水
質
検
査
計
画

を
公
表
し
ま
す

　

安
全
・
安
心
な
水
道
を
利
用
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
水
質
検
査
の
方
針
、
検
査
項
目
・

頻
度
、
採
水
場
所
等
を
定
め
た
同
計
画
を
市

HP
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
同
計
画
へ
の
ご
意

見
等
が
あ
る
方
は
、
上
下
水
道
部
水
道
課
☎

23
‐
７
７
３
２
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

３
月
は
「
自
殺
対
策
強
化
月
間
」 　
　

大
切
な「
こ
こ
ろ
」と「
い
の
ち
」の
た
め
に

　

本
市
で
は
平
成
17
年
～
26
年
の
10
年
間
で

３
９
４
人
の
大
切
な
命
が
自
殺
で
失
わ
れ
て

い
ま
す
。
自
殺
の
多
く
は
様
々
な
悩
み
や
問

題
を
一
人
で
抱
え
る
う
ち
に
複
雑
化
し
、
心

理
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
態
か
ら
起
こ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

春
は
進
学
や
就
職
、
異
動
な
ど
生
活
環
境

の
変
化
に
よ
っ
て
体
や
心
の
調
子
を
崩
し
や

す
い
時
期
で
す
。
掛
け
替
え
の
な
い
大
切
な

「
こ
こ
ろ
」
と
「
い
の
ち
」
の
た
め
に
身
近

な
人
が
悩
ん
で
い
た
ら
、
勇
気
を
出
し
て
声

を
掛
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を　

誰
か
に
相
談
す

る
こ
と
で
解
決
で
き
る
問
題
も
あ
り
ま
す
。

解
決
が
困
難
な
こ
と
で
も
一
緒
に
考
え
る
人

が
い
る
こ
と
で
気
持
ち
が
楽
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
市
の
相
談
窓
口　

健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）

☎
内
線
３
６
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福

祉
課
へ

▼
心
の
健
康
・
悩
み
等
に
関
す
る
相
談
窓
口

▽
山
形
い
の
ち
の
電
話
☎
０
２
３
‐
６
４
５

‐
４
３
４
３
（
午
後
１
時
～
10
時
）　

▽
庄

内
保
健
所
地
域
保
健
福
祉
課
☎
66
‐
４
９
３

１　

▽
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
６
４
‐
５
５
６  

（
月
曜

～
金
曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）　

▽
心

の
健
康
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
２
３
‐
６
３

１
‐
７
０
６
０
（
月
曜
～
金
曜
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）　

▽
山
形
県
立
こ
こ
ろ
の
医

療
セ
ン
タ
ー
内
「
心
の
悩
み
電
話
相
談
室
」

☎
22
‐
３
９
９
１
（
毎
週
火
曜
日
午
前
10
時

～
正
午
）　

▽
心
の
健
康
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

相
談（
山
形
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
HP
）

雪
崩
に
注
意
!!　

　

融
雪
期
は
降
雨
や
気
温
上
昇
に
よ
っ
て
、

雪
崩
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
外
出
の

際
は
、
気
象
情
報
等
に
留
意
し
、
事
故
に
遭

わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
山
の

斜
面
の
雪
割
れ
（
ク
ラ
ッ
ク
）
等
の
前
兆
現

象
や
変
化
に
気
付
い
た
と
き
は
、
安
全
な
場

所
へ
避
難
し
、
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１

９
９
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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上下水道部お客さまセンターが開設
水道サービスの総合窓口

■問上下水道部総務課☎23‐7731

　４月１日、上下水道部庁舎内に「鶴岡市上下水道部
お客さまセンター」が開設します。名義変更や使用開
始・中止、料金など上下水道に関
する申込みや問合せについて、総
合的に１つの窓口で取り扱い、水
道サービスの更なる向上に努めま
す。
■お客さまセンターの概要
◎運 営 者　鶴岡上下水道サービス合同会社
◎所 在 地　鶴岡市上下水道部庁舎内（市内のぞみ町
　　　　　　２‐10）
◎業務時間　午前８時30分～午後５時15分（土曜・日
　　　　　　曜日、祝日、年末年始は休み）
◎業務内容　①上下水道料金の請求・収納・問合せ
　　　　　　②水道の使用開始・中止・名義変更の受付
　　　　　　③水道の開・閉栓作業
　　　　　　④メーター検針・交換作業

住民票の写し等の証明書をコンビニで取得できます
マイナンバーカードによるコンビニエンスストア（コンビニ）交付サービス

■問本所市民課☎内線116または各地域庁舎市民福祉課へ

愛称は「タクト鶴岡」
新文化会館の愛称決定

■問社会教育課（櫛引庁舎）☎57‐2139

取得できる証明書 交付手数料 利用時間※１ 取得できる範囲［要件］
現在の住民票の写し

１通400円 午前６時30分～午後
11時

本人分、本人と同一世帯員分
印鑑登録証明書 本人分［本市で印鑑登録している］
平成28年度の所得・課税証明書※２ 本人分［28年１月１日本市に住民登録がある］
現在の戸籍全部（個人）事項証明書 １通450円 土曜・日曜日、祝日を除く平日

の午前９時～午後５時15分
本人分、本人と同一戸籍者分［本市に住民
登録と本籍がある］現在の戸籍の附票の写し １通400円

取得できる証明書は次の５つです

※１　年末年始（12月29日～１月３日）や保守点検日（不定期）は利用できません。
※２　平成29年度の所得・課税証明書は29年１月１日本市に住民登録のある方が６月15日○木 以降に取得できます。

　コンビニに設置しているマルチコピー機からマイナ
ンバーカード（個人番号カード）を使って各種証明書
を取得できるサービスが、２月１日に始まりました。
市役所が開庁していない早朝や深夜、休日にお近くの
コンビニで利用することができます。

▼利用できる方…次の全てに当てはまる方
①本市に住民登録がある
②マイナンバーカードを持っている
③マイナンバーカードに「利用者証明用電子証明書」
　が記録されている

▼利用に必要なもの
マイナンバーカードと数字４桁の利用者証明用電子証
明書暗証番号、交付手数料

▼利用できるコンビニ
マルチコピー機を設置している国内のセブンイレブン、
ローソン、サークル K サンクス、ファミリーマート、

セーブオン

▼マルチコピー機の操作の流れ
①画面で「行政サービス」を選択
②画面の案内に従ってタッチパ
　ネルを操作
③交付手数料を入金

マイナンバーカードの交付を受けてぜひご利用ください

●申請　マイナンバーの通知カードと一緒に届いたマ
　イナンバーカード申請書で申込みください。住所等
　に変更があった場合は新しい申請書が必要です。
●交付　申請から約１か月後にハガキで交付通知書が
　自宅に届きます。交付を希望する日を電話等で予約
　し、市役所の窓口へお越しください。
※コンビニ交付サービスはマイナンバーカード交付の
　翌日（土曜・日曜日、祝日の場合は翌平日）から利
　用できます。

　新文化会館の愛称は、応募総数1,714件の中から
「タクト鶴岡」に決まりました。ご応募いただきま
した皆さん、１次選考にご協力いただきました市内
高校等の生徒会の皆さん、ありがとうございます。

●愛称
　タクト鶴岡

●名称の意味
　Tsuruoka［鶴岡］Art［芸術］Culture［文化］
　Terrace［集う場所］の頭文字「TACT（タクト）」と、
　指揮棒のタクトに由来。鶴岡の芸術文化が集う場
　所になり、鶴岡の芸術文化を指揮し、まとめ奏で
　ていくようにとの思いが込められています。

●採用作品応募者
　池永一広さん（大阪府）

《完成イメージ図》


